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政府は、「防衛力整備計画について」（令和４年 12月 16日国家安全保障会議決定及

び閣議決定）に基づき、我が国の安全を確保する上で中核となる次期戦闘機の英国及

びイタリアとの共同開発（以下「グローバル戦闘航空プログラム」という。）を推進す

る中で、我が国の安全保障環境にとって必要な性能を満たした戦闘機を実現し、我が

国防衛に支障を来さないようにするためには、我が国からパートナー国以外の国に完

成品を移転し得る仕組みを持ち、英国及びイタリアと同等にグローバル戦闘航空プロ

グラムに貢献し得る立場を確保する必要があるとの認識に至った。 

このため、グローバル戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパートナー国

以外の国に対する移転を認め得ることとし、「防衛装備移転三原則の運用指針」（平成

26年４月１日国家安全保障会議決定。以下「運用指針」という。）を改正する。また、

今後、実際にグローバル戦闘航空プログラムに係る完成品を我が国からパートナー国

以外の国に移転する際には、「防衛装備移転三原則」（平成 26 年４月１日国家安全保

障会議決定及び閣議決定）及び運用指針に基づいて移転の可否を判断することとなる

が、通常の審議に加え、個別案件ごとに閣議で決定することとする。 


